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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第74期

第２四半期
連結累計期間

第75期
第２四半期
連結累計期間

第74期

会計期間
自　2019年４月１日
至　2019年９月30日

自　2020年４月１日
至　2020年９月30日

自　2019年４月１日
至　2020年３月31日

売上高 (百万円) 73,599 63,640 145,041

経常利益 (百万円) 789 816 76

親会社株主に帰属する四半期純
利益又は親会社株主に帰属する
四半期(当期)純損失（△）

(百万円) 817 △844 △10,487

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △565 514 △12,336

純資産額 (百万円) 108,042 88,024 92,912

総資産額 (百万円) 197,176 183,826 178,873

１株当たり四半期純利益又は１
株当たり四半期(当期)純損失
（△）

(円) 15.60 △17.06 △205.23

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － － －

自己資本比率 (％) 53.6 46.5 50.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 9,514 4,625 14,226

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,838 △3,382 △12,098

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,048 3,174 △1,791

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 24,544 26,822 22,418
 

　

回次
第74期

第２四半期
連結会計期間

第75期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　2019年７月１日
至　2019年９月30日

自　2020年７月１日
至　2020年９月30日

１株当たり四半期純利益又は１
株当たり四半期純損失（△）

(円) 12.81 △6.94
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

４．第74期第１四半期連結累計期間より「業績連動型株式報酬制度」により信託を通じて当社の株式を取得して

おり、信託が保有する当社株式を「１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期(当期)純損失」の算定

上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容について、重要な

変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は以下のとおりであります。

（産業用部材料）

2020年４月１日付で、連結子会社であるマクセル情映テック株式会社を存続会社、同じく連結子会社であるマ

クセルシステムテック株式会社を消滅会社とする吸収合併を行うとともに、存続会社であるマクセル情映テック

株式会社の商号をマクセルフロンティア株式会社に変更しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等

のリスク」についての重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第２四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社、連結子会社及び

持分法適用関連会社、以下同じ。）が判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

① 経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるグローバル経済は、新型コロナウイルス感染症の影響による経済・社会活

動の制限が継続し、個人消費や企業の生産活動などを中心に景気は引き続き低迷しました。当社においては、当

第２四半期以降、東南アジア工場の操業を再開するなど、国内外で事業の正常化に向けた準備を整えています

が、全ての事業セグメントにおいて景気低迷による受注・販売の減少などの影響を受けました。

このような状況のもと当第２四半期連結累計期間の売上高は、半導体関連組込みシステムが増収となりました

が、自動車市場向け製品については、第１四半期から第２四半期にかけ市場の回復基調が見られたものの、塗布

型セパレーター、耐熱コイン形リチウム電池、車載カメラ用レンズユニットやLEDヘッドランプレンズといった光

学部品が減収となりました。また、粘着テープ、理美容機器などのコンシューマー製品、プロジェクターの減収

も影響し、前年同期比13.5％（9,959百万円）減（以下の比較はこれに同じ）の63,640百万円となりました。利益

面では、耐熱コイン形リチウム電池、塗布型セパレーター、自動車市場向け光学部品などが減益となりました

が、プロジェクターや健康・理美容機器の赤字幅縮減や固定費削減を中心とした原価低減策により、営業利益

は、17.8％（125百万円）増の827百万円となりました。また経常利益は、3.4％（27百万円）増の816百万円、親

会社株主に帰属する四半期純損益は、1,661百万円減の844百万円の損失となりました。当第２四半期連結累計期

間における法人税等は、新規に連結納税対象となった連結子会社の税金費用の計上もあり増加となりました。

なお、当第２四半期連結累計期間において、新型コロナウイルス感染症拡大により、売上高で約10,700百万

円、営業利益で約3,300百万円のマイナス影響が生じたと考えています。

当第２四半期連結累計期間の対米ドルの平均円レートは107円となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりです。

 

（エネルギー）

民生用リチウムイオン電池は、新型コロナウイルス感染症の影響による在宅勤務やリモート授業の拡大に伴

う通信機器向け需要増などに支えられ、前年並みの実績となりましたが、耐熱コイン形リチウム電池、スマー

トメーターを主用途とする筒形リチウム電池などが減収となったことにより、エネルギー全体の売上高は、

13.5％（2,767百万円）減の17,661百万円となりました。営業利益は、主に耐熱コイン形リチウム電池の減益に

より、31.7％（486百万円）減の1,049百万円となりました。

（産業用部材料）

半導体市場の回復傾向により、半導体関連組込みシステムが増収となりましたが、新型コロナウイルス感染

症の影響もあり、自動車市場向け光学部品や塗布型セパレーター、粘着テープなどが減収となり、産業用部材

料全体の売上高は、14.1％（3,851百万円）減の23,399百万円となりました。営業利益は、半導体関連組込みシ

ステムが増益となりましたが、自動車市場向け光学部品、塗布型セパレーターなどの減益が大きく、88.9％

（264百万円）減の33百万円となりました。

（電器・コンシューマー）

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、健康関連製品の増収がありましたが、プロジェクター、理美

容機器その他のコンシューマー製品が減収となり、電器・コンシューマー全体の売上高は、12.9％（3,341百万

円）減の22,580百万円となりました。営業損益は、プロジェクターや健康・理美容機器の収益性が固定費削減

効果や新光源比率の向上により改善しましたが、新規開発費の影響もあり、875百万円増の255百万円の損失と

なりました。
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② 財政状態の状況

(a) 資産

総資産は、前連結会計年度末比2.8％増(以下の比較はこれに同じ)の183,826百万円となりました。このうち

流動資産は、主に受取手形及び売掛金が減少した一方、現金及び預金の増加により、2.8％増の87,063百万円と

なり、総資産に占める割合は前連結会計年度の47.3％から47.4％となりました。一方、固定資産は、2.7％増の

96,763百万円で、総資産に占める割合は前連結会計年度の52.7％から52.6％となりました。

(b) 負債

負債は、11.4％増の95,802百万円となりました。このうち流動負債は、主に短期借入金の増加により13.2％

増の45,675百万円となりました。これによって流動比率は1.9倍に、また流動資産との差額である手持ち資金は

41,388百万円となりました。一方、固定負債は、主に長期借入金の増加により9.9％増の50,127百万円となりま

した。

(c) 純資産

純資産は、5.3％減の88,024百万円となりました。主にマクセルイズミ株式会社の株式を追加取得したことに

より資本剰余金が5,335百万円減少したことによるものです。これにより自己資本比率は50.6％から46.5％とな

りました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動による資金

の収入4,625百万円、投資活動による資金の支出3,382百万円、財務活動による資金の収入3,174百万円に加え、現金

及び現金同等物に係る換算差額13百万円の資金の減少により、あわせて4,404百万円増加しました。この結果、当第

２四半期連結会計期間末の資金は26,822百万円（前年同四半期は24,544百万円）となりました。

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは4,625百万円の収入(前年同四半期は

9,514百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権2,315百万円の減少、たな卸資産1,202百万円の減少、減

価償却費2,697百万円と税金等調整前四半期純利益522百万円による資金の増加と、仕入債務988百万円の減少、未収

入金1,504百万円の増加、法人税等の支払い1,268百万円による資金の減少によるものであります。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは3,382百万円の支出（前年同四半期は

3,838百万円の支出）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,263百万円による資金の減少に

よるものであります。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは3,174百万円の収入（前年同四半期は

3,048百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入6,000百万円、短期借入金3,500百万円の増

加による資金の増加と、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出5,335百万円による資金の減少に

よるものであります。

当社グループは、資金の流動性を考慮して、資金運用については短期的な預金等とし、一時的な余資は安全性の

高い金融資産で運用する方針であります。

当社グループの運転資金需要は、製品製造のための材料及び部品の購入のほか、加工費、販売費及び一般管理費

等の営業費用によるものです。

当社グループの設備投資等の需要は成長が期待できる製品分野及び研究開発分野のほか、省力化、合理化及び製

品の信頼性向上のための投資によるものです。

当社グループは、事業拡大のための成長投資を進めております。これらの資金需要に対しては主に銀行借入にて

賄っております。
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(3) 経営方針及び経営戦略等

当社は、第74期有価証券報告書に記載のとおり、2021年３月期は、将来の企業価値向上に向けた事業改革の年

と位置付けており、事業ポートフォリオ改革、収益面の課題がある事業への具体的対策、事業部門別ROIC管理や

製品群別・機種別の収益管理による財務規律の徹底を力強く推進し、抜本的な事業改革を実行することとしてい

ます。また、2020年６月29日に開催の定時株主総会及び取締役会において取締役体制の見直しを行い、事業改革

に向け新たな一歩を踏み出しました。今後当社は、当社グループ独自の強みである「混合分散」「精密塗布」

「高精度成形」を柱とする「アナログコア技術」に立脚した事業を成長の主軸と位置付け、事業ポートフォリオ

改革を進めるとともに、すべてのステークホルダーに最高の価値を提供する「価値創出企業」となることをめざ

していきます。

 
こうした状況のもと当社は、2020年７月30日に開催の取締役会において、当社グループの経営の基本方針を以

下のとおり見直ししました。

a.　経営理念

当社グループは、その創業の精神である"和協一致"、"仕事に魂を打ち込み"、"社会に奉仕したい"を継承しつ

つ、「和協一致　仕事に魂を打ち込み　社会に貢献する」を新たな社是とし、今後もマクセル人としての誇りを

堅持し、優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献することを基本理念とします。

あわせて、企業が社会の一員であることを深く認識し、公正かつ透明な企業行動に徹するとともに、環境との

調和、積極的な社会貢献活動を通じ、良識ある市民として真に豊かな社会の実現に尽力します。

b.　ミッション

当社グループは、優れた技術や製品の開発を通じて持続可能な社会に貢献することをめざし、「独創技術のイ

ノベーション追求を通じて持続可能な社会に貢献する」をミッションとします。

c.　ビジョン

当社グループは、すべてのステークホルダーにとってのMaximum Excellence（最高の価値）を創造する「価値

創出企業」となることをめざし、「独自のアナログコア技術で、社員・顧客・社会にとってのMaximum

Excellenceを創造する」をビジョンとします。

d.　バリュー

当社グループがステークホルダーに対して提供し続けるべき価値や強みを、Technological Value（技術価

値）、Customer Value（顧客価値）、Social Value（社会価値）の３点とします。ミッションとビジョンの実現

に向け、これらの価値を大切にしていきます。

e.　スローガン

当社グループ共通のブランドスローガン（合言葉）を「Within, the Future」-未来のなかに、いつもいる-、

とします。

f.　マクセルグループ行動規範

当社グループの事業活動における共通の規範であるマクセルグループ行動規範を、今後も当社グループの経営

に当たって遵守していきます。

g.　コーポレートガバナンス・ガイドライン

当社グループの内部統制システムを構築するための基本方針であるコーポレートガバナンス・ガイドラインに

従い、今後もコーポレートガバナンス体制の強化を図り、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をめざしま

す。
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上記の経営の基本方針に関わるキーワードとした、ミッション、ビジョン、バリュー、スピリット、スローガ

ン（MVVSS）の５項目は以下のとおりです。

項目 内容

MISSION (ミッション：当社グループが果た

すべき使命)

「独創技術のイノベーション追求を通じて持続可能な社会に貢献す

る」

VISION (ビジョン：当社グループが実現し

たい未来)

「独自のアナログコア技術で、社員・顧客・社会にとっての

Maximum Excellenceを創造する」

VALUE (バリュー：当社グループが約束する

価値・強み)

当社グループは、３つの価値創出を通じて、すべてのステークホル

ダーに企業価値の最大化を約束します。

・Technological Value (技術価値)

独創性と技術力を誠実に追求し、新たな価値を生みつづけます。

・Customer Value (顧客価値)

お客様のニーズに応え、安心・安全な製品を提供するため、期待を

超えるモノづくりをつづけます。

・Social Value (社会価値)

豊かで持続可能な社会の実現のため、世の中の変化をとらえなが

ら、あらゆる課題に挑戦しつづけます。

SPIRIT (スピリット：当社グループが大切

にする精神)

社是

「和協一致　仕事に魂を打ち込み　社会に貢献する」

SLOGAN (スローガン：当社グループ共通の

スローガン)

ブランドスローガン

「Within, the Future」-未来のなかに、いつもいる-
 

 
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

 
(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は3,963百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 284,800,000

計 284,800,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2020年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2020年11月10日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 53,341,500 53,341,500
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株で
あります。

計 53,341,500 53,341,500 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2020年９月30日 ― 53,341,500 ― 12,203 ― 22,325
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(5) 【大株主の状況】

  2020年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を除
く。)の総数に対
する所有株式数
の割合(％)

株式会社日本カストディ銀行
（注）１

東京都中央区晴海一丁目８番12号 6,729 13.60

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社（注）１

東京都港区浜松町二丁目11番３号 2,625 5.31

タイヨー　フアンド　エルピー
(常任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ
銀行)

5300 CARILLON POINT KIRKLAND, WA
98033, USA
(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号　
決済事業部)

2,568 5.19

日亜化学工業株式会社 徳島県阿南市上中町岡491番地100 2,001 4.05

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT
(常任代理人　香港上海銀行東京支
店　カストディ業務部)

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA
02111
(東京都中央区日本橋三丁目11番１号)

1,954 3.95

タイヨー　ハネイ　フアンド　エル
ピー
(常任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ
銀行)

5300 CARILLON POINT KIRKLAND, WA
98033, USA
(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号　
決済事業部)

1,672 3.38

ステート　ストリート　バンク　ア
ンド　トラスト　カンパニー　
505103
(常任代理人　株式会社みずほ銀行
決済営業部)

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
02101 U.S.A.
(東京都港区港南二丁目15番１号　品川イ
ンターシティA棟)

1,671 3.38

株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 1,603 3.24

ステート　ストリート　バンク　ア
ンド　トラスト　カンパニー　
505227
(常任代理人　株式会社みずほ銀行
決済営業部)

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
02101 U.S.A.
(東京都港区港南二丁目15番１号　品川イ
ンターシティA棟)

1,599 3.23

日本ゼオン株式会社
東京都千代田区丸の内１丁目６番２号　新
丸の内センタービルディング

1,311 2.65

計 － 23,737 47.98
 

(注) １．株式会社日本カストディ銀行及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数は、信託業務に係る

株式数であります。

２．2020年７月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村アセットマネジ

メント株式会社が2020年７月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として

当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含めており

ません。

なお、その変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

野村アセットマネジメント株式会社 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 2,388 4.48
 

 

３．2020年９月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、グランサム、マヨ、ヴァン　オッ

テルロー　アンド　カンパニー　エルエルシーが2020年９月16日現在で以下の株式を所有している旨が記載

されておりますが、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんの

で、上記大株主には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

グランサム、マヨ、ヴァン　オッテ
ルロー　アンド　カンパニー　エル
エルシー（Grantham, Mayo, Van 
Otterloo & Co. LLC）

米国 02110マサチューセッツ州、ボスト
ン、ロウズ・ワーフ40
（40 Rowes Wharf, Boston, 
Massachusetts 02110, U.S.A.）

2,672 5.01
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 ― ―

3,863,500

完全議決権株式(その他)
普通株式  

494,637
―

49,463,700

単元未満株式
普通株式

― ―
14,300

発行済株式総数
 

53,341,500
― ―

総株主の議決権 ―
 

494,637
―

 

 

② 【自己株式等】

2020年９月30日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(％)

(自己保有株式)

マクセルホールディング

ス(株)

京都府乙訓郡大山

崎町大山崎小泉１

番地

3,863,500 ― 3,863,500 7.24

計 ― 3,863,500 ― 3,863,500 7.24
 

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2020年７月１日から2020年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 22,636 27,034

  受取手形及び売掛金 30,328 28,012

  たな卸資産 ※1  21,431 ※1  20,265

  その他 10,778 12,288

  貸倒引当金 △516 △536

  流動資産合計 84,657 87,063

 固定資産   

  有形固定資産   

   土地 35,500 35,340

   その他（純額） 26,563 27,674

   有形固定資産合計 62,063 63,014

  無形固定資産   

   のれん 1,228 934

   その他 5,037 4,826

   無形固定資産合計 6,265 5,760

  投資その他の資産   

   投資有価証券 21,626 22,399

   その他 4,467 5,783

   貸倒引当金 △205 △193

   投資その他の資産合計 25,888 27,989

  固定資産合計 94,216 96,763

 資産合計 178,873 183,826

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 16,668 15,724

  短期借入金 8,500 12,000

  1年内返済予定の長期借入金 1,801 1,903

  未払法人税等 508 1,082

  その他 12,858 14,966

  流動負債合計 40,335 45,675

 固定負債   

  長期借入金 33,777 38,801

  役員退職慰労引当金 73 －

  退職給付に係る負債 7,249 6,998

  資産除去債務 75 75

  その他 4,452 4,253

  固定負債合計 45,626 50,127

 負債合計 85,961 95,802
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 12,203 12,203

  資本剰余金 33,625 28,290

  利益剰余金 63,778 62,934

  自己株式 △6,035 △6,034

  株主資本合計 103,571 97,393

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 △1,032 △132

  為替換算調整勘定 △8,182 △8,184

  退職給付に係る調整累計額 △3,913 △3,512

  その他の包括利益累計額合計 △13,127 △11,828

 非支配株主持分 2,468 2,459

 純資産合計 92,912 88,024

負債純資産合計 178,873 183,826
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 73,599 63,640

売上原価 59,115 50,804

売上総利益 14,484 12,836

販売費及び一般管理費 ※1  13,782 ※1  12,009

営業利益 702 827

営業外収益   

 受取利息 88 223

 受取配当金 85 69

 持分法による投資利益 123 －

 為替差益 19 －

 その他 136 250

 営業外収益合計 451 542

営業外費用   

 支払利息 38 51

 売上割引 104 89

 持分法による投資損失 － 65

 為替差損 － 182

 支払手数料 83 －

 その他 139 166

 営業外費用合計 364 553

経常利益 789 816

特別利益   

 固定資産売却益 5 39

 投資有価証券売却益 3 －

 特別利益合計 8 39

特別損失   

 固定資産除売却損 69 70

 減損損失 － 153

 新型コロナウイルス感染症による損失 － ※2  110

 特別損失合計 69 333

税金等調整前四半期純利益 728 522

法人税等 345 1,316

過年度法人税等 △743 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,126 △794

非支配株主に帰属する四半期純利益 309 50

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

817 △844
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 1,126 △794

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 7 901

 為替換算調整勘定 △2,085 6

 退職給付に係る調整額 387 401

 その他の包括利益合計 △1,691 1,308

四半期包括利益 △565 514

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △763 455

 非支配株主に係る四半期包括利益 198 59
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 728 522

 減価償却費 2,848 2,697

 減損損失 － 153

 のれん償却額 612 294

 受取利息及び受取配当金 △173 △292

 支払利息 38 51

 持分法による投資損益（△は益） △123 65

 固定資産除売却損益（△は益） 64 31

 売上債権の増減額（△は増加） 8,242 2,315

 たな卸資産の増減額（△は増加） △3,130 1,202

 仕入債務の増減額（△は減少） △325 △988

 未払費用の増減額（△は減少） △970 234

 未収入金の増減額（△は増加） 477 △1,504

 その他 △114 661

 小計 8,174 5,441

 利息及び配当金の受取額 389 403

 利息の支払額 △40 49

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 991 △1,268

 営業活動によるキャッシュ・フロー 9,514 4,625

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △3,416 △3,263

 有形固定資産の売却による収入 5 44

 投資有価証券の売却による収入 5 －

 その他 △432 △163

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,838 △3,382

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △14,000 3,500

 長期借入れによる収入 28,235 6,000

 長期借入金の返済による支出 △298 △875

 自己株式の取得による支出 △2,600 －

 
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

－ △5,335

 非支配株主への払戻による支出 △104 －

 非支配株主への配当金の支払額 △33 △64

 配当金の支払額 △14,161 －

 その他 △87 △52

 財務活動によるキャッシュ・フロー △3,048 3,174

現金及び現金同等物に係る換算差額 △769 △13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,859 4,404

現金及び現金同等物の期首残高 22,685 22,418

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  24,544 ※  26,822
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日　至　2020年９月30日)

第１四半期連結会計期間において、連結子会社であったマクセルシステムテック株式会社は当社の連結子会社

であるマクセル情映テック株式会社を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外してお

ります。

 

　

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 
当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日　至　2020年９月30日)

税金費用の計算 当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じ

て計算する方法を採用しております。ただし、見積実効税率を使用できない場合には、

法定実効税率を使用しております。
 

　

(追加情報)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)

当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設さ

れたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に

ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報

告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第28号　2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前

の税法の規定に基づいております。

 
(会計上の見積り)

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（会計上の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症の今

後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
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(四半期連結貸借対照表関係)

※１　たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

商品及び製品 9,573百万円 9,689百万円

仕掛品 6,544　〃 6,039　〃

原材料及び貯蔵品 5,314　〃 4,537　〃
 

　

　２　保証債務

(前連結会計年度)

ビークルエナジージャパン株式会社を被保証人として、建物の賃借人としての賃料(現行月額34百万円、契約

残存期間５年)の支払等一切の債務について、当該建物の賃貸人に対して連帯保証を行っております。

　

(当第２四半期連結会計期間)

ビークルエナジージャパン株式会社を被保証人として、建物の賃借人としての賃料(現行月額34百万円、契約

残存期間４年６か月)の支払等一切の債務について、当該建物の賃貸人に対して連帯保証を行っております。

３　偶発債務

(前連結会計年度)

連結子会社において、民生用リチウムイオン電池の製作物供給契約に関して、興富能源科技股份有限公司より、

2020年３月19日付で損害賠償請求訴訟（請求金額3,591百万円）の提起を受けました。

今後、上記訴訟等の結果によっては損失が発生する可能性がありますが、現時点でその金額を合理的に見積も

ることは困難であります。今後、弁護士との協議の上、本件訴訟に対応していきます。

 
(当第２四半期連結会計期間)

連結子会社において、民生用リチウムイオン電池の製作物供給契約に関して、興富能源科技股份有限公司より、

2020年３月19日付で損害賠償請求訴訟（請求金額3,591百万円）の提起を受けました。

今後、上記訴訟等の結果によっては損失が発生する可能性がありますが、現時点でその金額を合理的に見積も

ることは困難であります。引き続き、弁護士との協議の上、本件訴訟に対応していきます。
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(四半期連結損益計算書関係)

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

荷造及び発送費 1,287百万円 1,142百万円

販売促進費 344　〃 320　〃

広告宣伝費 183　〃 74　〃

給料及び手当 5,438　〃 5,019　〃

退職給付費用 285　〃 198　〃

特許権使用料 25　〃 17　〃

減価償却費 649　〃 523　〃
 

 

※２．新型コロナウイルス感染症による損失

当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

海外子会社において、新型コロナウイルス感染症防止のための政府からの指示による工場操業停止期間におけ

る固定費及び関連する費用であります。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり

であります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

現金及び預金 24,760百万円 27,034百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △216　〃 △212　〃

現金及び現金同等物 24,544　〃 26,822　〃
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自　2019年４月１日　至　2019年９月30日)

１．配当金支払額
 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年５月22日
取締役会

普通株式 951 18.00 2019年３月31日 2019年６月５日 利益剰余金

2019年７月30日
取締役会

普通株式 13,210 250.00 2019年６月30日 2019年９月20日 利益剰余金
 

(注)2019年７月30日取締役会決議による配当金の総額には、「業績連動型株式報酬制度」により信託が保有する当社の

株式に対する配当金５百万円を含めております。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年10月30日
取締役会

普通株式 920 18.00 2019年９月30日 2019年12月５日 利益剰余金
 

(注)2019年10月30日取締役会決議による配当金の総額には、「業績連動型株式報酬制度」により信託が保有する当社の

株式に対する配当金０百万円を含めております。

３．株主資本の著しい変動

当社は、2019年４月26日開催の取締役会において、会社法第459条第１項の規定による定款の定めに基づく取締役

会決議による自己株式の取得について決議しております。当該取得状況は次のとおりです。

 
自己株式の取得状況(2019年９月30日時点)

(1)取得した株式の種類 当社普通株式

(2)取得株式の総数 1,755,800株

(3)取得価額の総額 2,560,602,500円

(4)取得期間 2019年７月１日～2019年９月30日（約定ベース）

(5)取得方法 東京証券取引所における市場買付け
 

 
（参考）2019年４月26日開催の取締役会における決議内容

(1)取得する株式の種類 当社普通株式

(2)取得する株式の総数 3,500,000株を上限とする

 （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合6.6％）

(3)株式の取得価額の総額 5,000百万円を上限とする

(4)取得する期間 2019年７月１日～2020年３月31日

(5)株式の取得方法 東京証券取引所における市場買付け

 （証券会社による投資一任方式）
 

 

当第２四半期連結累計期間(自　2020年４月１日　至　2020年９月30日)

１．配当金支払額

無配のため該当事項はありません。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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３．株主資本の著しい変動

当社は、（企業結合等関係）に記載のとおり、連結子会社の株式を追加取得しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間において資本剰余金が5,335百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末

において資本剰余金が28,290百万円となっております。

(企業結合等関係)

(共通支配下の取引等)

(子会社株式の追加取得)

当社は、2020年5月21日開催の取締役会決議に基づき、2020年７月１日付で当社連結子会社であるマクセルイ

ズミ株式会社の発行済株式を追加取得し完全子会社化いたしました。

１．取引の概要

(1) 結合当事企業の名称及び事業の内容

結合当事企業の名称：マクセルイズミ株式会社

事業の内容：家庭用電気機器、電設工具の製造・販売

(2) 企業結合の日                                                                        

2020年7月１日

(3) 企業結合の法的形式

非支配株主からの株式取得

(4) 結合後企業の名称

変更はありません。

(5) その他取引の概要に関する事項

当社は、株式会社日本政策投資銀行と共同で、マクセルイズミ株式会社のすべての株式を取得しており

ますが、シナジー効果拡大策等の迅速な推進のため、マクセルイズミ株式会社の完全子会社化を実施いた

しました。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　2019年１月16日）に基づき、共通支

配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理します。

３． 子会社株式の追加取得に関する事項

取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価　現金及び預金　5,335百万円

４． 非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項

(1) 資本剰余金の主な変動要因

子会社株式の追加取得

(2) 非支配株主との取引によって減少する資本剰余金

5,335百万円
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　　前第２四半期連結累計期間(自　2019年４月１日　至　2019年９月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

     (単位：百万円)

 

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額エネルギー

産業用
部材料

電器・
コンシューマー

計

売上高       

  外部顧客への売上高 20,428 27,250 25,921 73,599 － 73,599

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

205 421 2 628 △628 －

計 20,633 27,671 25,923 74,227 △628 73,599

セグメント利益又は損失(△) 1,535 297 △1,130 702 － 702
 

(注)　報告セグメント利益又は損失（△）は、営業損益ベースの数値であります。

　　当第２四半期連結累計期間(自　2020年４月１日　至　2020年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

     (単位：百万円)

 

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額エネルギー

産業用
部材料

電器・
コンシューマー

計

売上高       

  外部顧客への売上高 17,661 23,399 22,580 63,640 － 63,640

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

149 111 2 262 △262 －

計 17,810 23,510 22,582 63,902 △262 63,640

セグメント利益又は損失(△) 1,049 33 △255 827 － 827
 

(注)　報告セグメント利益又は損失（△）は、営業損益ベースの数値であります。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「電器・コンシューマー」セグメントにおいて、事業所の閉鎖を決定した土地について帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年９月30日)

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失
（△）（円）

15.60 △17.06

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰
属する四半期純損失（△）(百万円)

817 △844

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）(百万円)

817 △844

普通株式の期中平均株式数(千株) 52,361 49,459
 

(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．「業績連動型株式報酬制度」により信託が保有する当社株式を「１株当たり四半期純利益又は１株当たり四

半期純損失（△）」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております(前第２四

半期連結累計期間15千株、当第２四半期連結累計期間19千株)。

(重要な後発事象)

(早期退職支援制度の実施)

当社は、2020年10月29日の取締役会において、経営基盤の強化に向け、早期退職支援制度を実施することを決

議いたしました。

１．実施理由

当社は、事業環境の急変により低収益化した事業構造から脱却し、将来の価値を生み出す企業への飛躍をめ

ざした変革を進めています。この推進に当たり、自らの生涯設計に基づき社外への転身を選択する社員に対

し、優遇した退職条件を付しこれを支援するため、早期退職支援制度を実施することといたしました。

２．早期退職支援制度の概要

(１) 対 象 者： 退職日時点で40歳以上の当社国内グループ会社社員

(２) 募集人員： 特に定めない

(３) 募集期間： 2020年11月中旬～2020年12月25日（予定）

(４) 退 職 日： 2021年２月28日（予定）

(５) 支援内容： 退職者に対しては規定の退職金に加え、退職加算一時金を支給するとと
もに、希望者を対象に再就職支援会社を通じた再就職支援を行う

 

　　　　(注)　上記内容については、今後労働組合と協議の上、決定します。

３．今後の見通し

本早期退職支援制度の実施に伴い発生する退職加算一時金等は、2021年３月期において特別損失として計上

する予定であります。現時点では早期退職者の応募者数が未確定であるため、業績へ与える影響など合理的に

見積もることは困難であります。

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

2020年11月10日

マクセルホールディングス株式会社

取締役会  御中

　

EY新日本有限責任監査法人
 

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 廣　 田　　 剛　 樹 印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 島  藤   章 太 郎 印

 

　

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマクセルホール

ディングス株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2020年７月

１日から2020年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結

キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、マクセルホールディングス株式会社及び連結子会社の2020年９月

30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を

適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
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められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以  上

　
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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